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北
京
民
衆
の
家
計菊

太

良E

回

緒

言

周
知
の
や
う
に
、
支
那
人
は
貫
生
活
第
一
主
義
の
民
衆
で
あ

っ
て
、
通
貨
の
購
買
力
、
生
活
必
需
品
の
債
格
、
生
計
費
等
の
一

問
題
に
つ
い
て
、
我
々
の
怨
像
以
上
の
閥
心
を
持
ち
、
生
品
川
だ

に
安
定
す
れ
ば
他
に
ま
た
何
を
か
問
は
λ
し
し
た
す
風
が
酎
綱
審
で

あ
る
。
従
っ
て
、
彼
等
の
生
活
を
安
定
せ
し
め
る
と
と
は
、
抗

日
思
想
の
菱
除
と
共
に
、
建
設
さ
る
べ
き
東
亜
新
秩
序
の
最
重

要
項
目
を
在
す
も
の
と
云
ふ
べ
〈
、
こ
れ
さ
へ
賓
現
ず
る
な
ら

ば
現
在
彼
等
が
日
本
人
の
大
事
進
出
、
経
済
開
設
を
眺
め
て
抱

き
つ
a
h

あ
る
漠
然
た
る
不
安
の
如
き
も
、
自
づ
と
解
消
し
ゃ
う
。

所
で
、
支
那
民
衆
の
家
計
・
生
活
水
準
の
寅
相
は
如
何
で
あ

り
、
彼
等
の
衣
食
住
は
如
何
に
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
か
と
見
る

に
、
間
半
に
抽
象
的
な
意
見
、
断
片
的
注
視
察
が
あ
る
許
り
で
、

パ
ッ
ク
の
そ
れ
を
除
き
、

組
織
的
た
調
蚕
研
究
は
殆
ん
ど
存
在

北
京
民
衆
の
家
計

し
な
い
。

と
れ
一
家
の
私
生
活
を
観
察
さ
れ
、
之
に
干
渉
さ
れ

る
の
を
厭
ふ
気
風
、
民
衆
生
活
を
犠
牲
に
し
て
統
一
建
設
を
強

行
せ
ん
と
し
た
近
年
の
政
策
か
ら
見
て
、
営
岬
却
の
成
行
で
は
る

っ
た
ら
う
が
、
明
臨
時
左
快
陥
で
あ
り
、
特
に
支
那
に
於
け
る
民

心
宣
撫
、
生
活
安
定
の
急
務
な
る
今
日
、

こ
の
快
陥
が
痛
感
さ

れ
る
。か

く
考
へ
来
る
と
き
、
出

rtdqu-

。E三
L
0

・
出

2
4
2
5
a

b
n
P
4
J
】コ
J
-
-
U

コ
向
田
町
4
D
4
コ
七
百
山
コ
4
4
d
q

t
c
r
h
z
e
'
=
E
t
E
:
R
f
h
炉
ト
〈
，

w
、
b
U

パ
ヅ
ク
が
農
業
地
械
を

斗
弘
、

取
扱
ふ
に
到
し
、
北
京
た
め
大
都
市
に
於
い
て
、
月
吹
一

0
0

弗
以
下
の
俸
給
生
活
者
・
第
働
者
を
主
と
す
る
二
八
三
世
帯
の

家
計
調
査
の
結
果
で
る
っ
て
頗
る
注
目
す
べ
き
資
料
で
る
る
。

著
者
は
久
し
〈
北
京
で
基
替
数
闘
係
の
臓
に
従
び
、
義
k
p
r

ロ
四

-
k
r
g丘
二

m
Z
2
3
な
る
北
京
生
荊
の
よ
き
概
視
を
輿
へ

た
人
、
特
殊
の
便
宜
と
適
切
な
る
注
意
を
以
て
、
調
査
し
整
理

し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
調
査
の
賀
行
に
営
つ
て
は
、
北
京
全
市
に

亘
り
友
人
闘
係
を
辿
っ
て
申
告
者
を
募
り
、

一
丸
一
一
六
年
七
月

試
験
調
査
を
開
始
、

そ
の
縞
川
市
に
徴
し
て
十
一
月
に
決
定
せ
る

と
と
、
文
字
の
泣
い
家
庭
が
大
部
分
で
あ
る
た
め
、
調
査
員
が

第
四
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北
京
民
衆
の
家
計

日
々
叉
は
隔
日
に
訪
問
、
家
計
の
資
情
を
記
録
せ
る
こ
と
、
申

告
の
謝
離
と
し
て
小
額
所
得
者
に
は
月
額
現
銀
一
弗
を
給
し
、

富
者
に
は
節
何
毎
に
果
物
箆
・
菓
子
・
茶
等
を
腐
っ
た
こ
と
等
、

特
殊
左
用
意
が
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
阿
片
購
入
・
児
笠
賓

却
が
後
に
報
告
さ
れ
た
と
と
に
上
つ
で
も
知
り
得
る
通
り
、
結

叫
削
に
正
確
お
諜
で
は
た
く
‘
ま
た
所
件
階
級
に
よ
コ
て
は
剥
合
一

単
位
の
ゆ
数
か
ら
、
偶
然
の
影
山
柳
川
が
油
大
に
た
り
て
ゐ
る
判
れ

ど
も
、
本
主
悼
と
し
て
相
営
信
頼
に
値
す
る
。

ーー

世
帯
並
に
牧
支
の
概
観

調
査
院
帯
数
は
既
記
の
如
く
二
八
三
、
内
漠
人
世
帯
二
五
六
、

満
洲
人
世
帯
二
三
、
同
教
徒
世
帯
四
で
あ
る
ロ
同
教
徒
が
豚
肉

を
食
せ
や
、
葬
式
忙
棺
を
川
ひ
な
い
外
、
家
計
に
封
す
る
種
族

的
影
響
は
認
め
ら
れ
た
い
。

家
族
教
は
、
調
賓
開
始
の
時
に
於
い
て
、

一
一
一
一
一
世
帯
の
僕
粋

線
数
回
六
名
を
含
ん
で
計
一
二
二
一
二
名
、

一
世
帯
の
家
族
教

は
二

l
二
四
名
、
中
位
数
回
名
、
平
均
四
・
六
名
で
あ
る
。

得
階
級
別
に
見
れ
ば
、
卒
均
家
族
教
は
、
侠
柚
併
を
除
外
し
て
も
、 戸庁

第
四
十
九
巻

一
八
六

第

披

ー

二
名
よ
り
八
・
六
名
と
、
所
得
額
の
増
加
に
並
行
し
て
増
大
し

て
ゐ
る
。

家
族
中
男
=
一
同
一

O
名
、
女
九
八
名
、
即
ち
二
世
帯
情
同
り
平
均

了
五
名
が
有
業
者
で
、

外
に
男
妃
一
四
名
の
徒
弟
が
あ
る
。

峨
誌
は
男
子
瓦
五
日
恒
、
そ
の
主
な
も
の
は
書
記
四
七
名
、
人
力

市
十
た
問
ム
ハ
街
、
け
商
人
二
五
白
、
首
筑
合
此
被
伽
人
一
一
間
打
、

教
UH--
一
名
、
間
人
一
七
名
、
ね
侠
↑
一
一
一
名
、
次
中
心
二
一
名
、

女
子
の
峨
花
は
二
二
箱
、
そ
の
主
友
も
の
は
、
裁
縫
沈
滞
で
小

額
の
所
得
あ
る
も
の
五
八
名
、
内
峨
に
薗
刷
子
製
浩
を
一
行
ふ
も

の
九
名
、
宥
詑
婦
六
名
、
救
員
五
名
で
あ
る
。

か
L

る
性
絡
を
持
つ
間
帯
の
牧
支
は
知
何
に
た
っ
て
ゐ
る

由込

先
づ
、

二
八
三
世
帯
か
ら
報
昔
し
た
綿
収
入
を
合
計
寸
れ

ば

一
九
八
、
四
九
六
・
阿

O
ホ
と
な
る
。

こ
れ
に
針
し
、
日
常
業

関
係
の
収
支
、
即
ち
、
商
品
仕
入
、
偉
業
使
用
人
に
要
し
央
費

肘
、
人
力
車
・
荷
車
の
借
賃
等
を
除
き
、
家
屋
の
一
部
を
叉
貸

せ
る
場
合
に
つ
き
純
家
賃
を
算
出
し
、
調
賛
期
間
市
に
消
費
さ

れ
な
か
っ
た
所
得
を
除
外
す
る
と
同
時
に
、
自
家
用
布
或
は
無

事古分析、民，81芋)があるが、人力宣夫、小型教員を主とす亭世帯白調査で、
呆は問所得階級に分ワて示された詐りである。



算
す
る
つ

償
給
興
さ
れ
た
末
尾
の
見
般
家
賃
、

般
に
牧
入
行
足
金
制
を
加

こ
の
補
正
を
行
っ
た
結
川
市
、
捕
仰
い
え
同
に
等
し
い
線
牧

入
の
額
は
一
九
三
、

千
均
牧
入
年
額
六
八
三
弗
と
な
る
。
そ
の
内
議
を
見
る
に
、
最

L

へ
は
勤
時
努
牧
入
の
一
四
一
、

O
間
二
・
六
ウ
弗
で
、

七
二
一
・
一
形
に
一
巡
す
る
。

一
五
六
・
一
一
一

G
弗

日日
ち

一
位
哨
官
官
り

市
川
は
.
土
地
・
末
尾
そ
の
他
の
賃
貸
料
、

FE
庁
且
す
コ

本
市

r
y
p
'
l
〆

υ

所
作
家
民
の
見
杭
次
賃
等
よ
り
成
る
賃
料
の
約
一
一

-
0
.
0
0
0

州
、
却
ち
纏
収
入
の

月

牧

一
五
・
一
一
一
万
で
、

九三乙宗主ミ三完云 8毛

北
京
民
衆
の
家
計

之
に
利
子
を
加
摂
し
て
、-

口
五

・コ一
.
回
{
〕

・
口
八

・一斉
.
三
九

一一・屯ニ.一一也

一つ・-ラ

川
別
式
阿
牧
入
が
一
八
・
一
一
町
市
と
な
る
。

こ
の
山
川
市
収
入
は
泊
心
へ
た

山旭川
m務
的
口
市
に
際

し
て
の
叉
婚
、

賭
博
に
よ
る
利
一
位
、

少
数
の
財
崎
一
家
の
影
山
哲
刊
に
鳩
く
。

L部j
脊

ゃ
う
だ
が
、

親
戚
か
ら
の
婚
典
、

弗
、
即
ち
線
牧
入
の
一
一
一
v
m
N澗

に
到
す
る
謝
開
等
宇
一
合
算
し
た
雑
収
入
は
、

例
ら
か
の
万
法
で
嘆
制
さ
れ
た

一一九・一

O

:
:
、
1
3
2

恥
入
一
ィ
足
カ

五
.
六

日川
1
H
V
H内
恥
川
崎
叶
リ
ご
、

F
F
f
l
W
H
I
P
R布
川
口

β

ド 一
二
問
九
・
三
尺
州
、
印
ゆ
っ
五
・
八
一
%
で
あ
る
。

一
昨
格
的
一
口
山
り
ギ
均
月
牧
及
び
そ
の
内
濯
を

見
る
に
(
以
下
諸
表
の
市
伎
は
何
れ
も
弗
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タ~

五七・七七

六七・二一一

七ニ・口一平

七回・==一

六回・王国

一一八・四六一

一一八・一一一

一七一・
1

一一

一
臣
/
剛
院
と
一

七
口
七
九

八
口
|
八
九

九D
l
j

九九

一口己
1
ム=回

一一王
1
1
一回九

一きーー一七回

一七五
l
l
一生

=ロロ|一一九-

き

口

一

"" 0三'" 六八五六

で
あ
う
て
.
勤
勢
収
入
・
賃
料
牧
入
は
、
総
収
入
の
増
大
に
連
れ

七九・ロ
八口・一

七千五
六五・二

四六・五
七三・八

六一一一・一
七二・四一

心??八一

九・一苧一口・A

・
一六・一八・

一・
Z

一
・五八

一一・一王
国・三〔)

凡・ヨ一
=一・七五

一口・=一

ι

一己・八六一
尻・町四一

七・三国
一回・八五

一口・一旦

三・口五

号了=一五

ニ八・人五

ニロ・ロ(〕

王子八王

七九・口一一“

第
四
十
九
巻

=
一
八
八

音再

就

同

三・=一回
一・三五

九・喜一
一口・五豆

一=一凡・八口
六・口当

一一了一屯
回口・四プ一

て
、
略
々
規
則
正
し
く
増
大
し
て
ゐ
る
に
劉
し
、
利
子
牧
入

u、
。 雑

収
入
・
収
入
不
足
は
動
揺
激
し
〈
、

額
の
ヰ士 1 ニ

四.s.. .3'L ~四==. ==-
・二 コごコ Cコ--t:::tL. - cコニニプて

ィ、 1三壬!l1I 0_-:むニ七穴園口

足 1 一
を 子 一 千 里 ニ ロ ?
示 1 ニーー主主~主旦ーニJ三主ー

し
た
の
は:

世
幣
主
治宝

ー失

業
後
死
亡

?と

回・六一・五九・凡人・九
コ八・七

E
・丸一

門一一-
一ロム一

主一工一八一ロロ

-a

八
四
土
亘
一
口
白
・
員

会且・九=一口口・口一

一一回・=一口一

-DE--

-売・圭一一口口・
0

一
金
・
三
一
口
口
・
巴

世
帯
と
、
子
弟
を
遊
製
せ
し
め
同
時
に
家
を
修
絡
し
た
世
帯
と

ニ
厄
の
傾
向
を
示
さ
友

と
れ
は
、
後
者
が
平
均
一
弗
に
建
し
な
い
揚
合
が
多
い
位

一
家
計
が
何
ら
か
の
源
泉
か
ら
特
に
大
き
友
収
入
を

小
額
で
、

得
れ
ば
、

そ
の
階
級
の
平
均
に
甚
し
〈
影
響
す
る
こ
と
に
基

〈
。
例
へ
ば
、
四

O
弗
・
六

O
弗
の
階
級
に
利
子
収
入
が
比
較

宛
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
、

的
多
い
の
は
、
勤
務
牧
入
訟
く
利
子
で
衣
食
す
る
世
帯
が
一
個

一
七
五
の
階
級
に

二
五
弗
・

雑
収
入
が
多
い
の
は
、
六

O
O弗
と
三

C
C弗
の
結
納
を
受
領

し
た
世
帯
が
あ
る
こ
と
に
基
〈

C

ま
た
一
二
五
弗
の
階
級
が
多

の
影
響
で
あ
る
。

飲

食

物

費

牧
入
の
織
成
は
同
一
所
得
階
級
内
に
於
い
て
も
世
帯
に
ょ
っ

て
甚
し
〈
具
る
に
劉
し
、

の
諸
費
を
主
と
し
、

支
出
は
、
飲
食
・
被
服
・
住
居
・
光
熱

そ
の
配
分
を
収
入
に
遡
肱
せ
し
め
で
ゐ
る

た
め
に
、
所
得
階
級
に
よ
る
型
が
願
著
で
あ
る
。

杢
世
帯
の
総
支
出
合
計
は
一
七
四
、
七
一

0
・七

O
弗
、
牧
入

と
同
刊
仰
の
柿
正
を
行
へ
ぽ
、
一
九
一
一
、
一
五
六
・
一
二

O
弗
と
な
る
c



従
っ
て
世
帯
常
り
平
均
年
支
出
六
入
三
弟
、

oi八
九
弗
を
代
表
と
す
る
方
が
通
営
で
あ
ら
う
ョ

印
ち
月
額
五
六
・

九

O
弗
と
友
る
が
、
分
布
の
範
闘
が
康
い
か
ら
、
中
位
教
の
八

各
種
支
出
額
並
に
比
奈
を
所
得
階
級
別
に
見
る
と
左
の
如

く
、
犬
部
分
の
家
計
に
於
い
て

主Z古石弓豆=~ I 

I I I I I 
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北
京
民
衆
の
家
計

第
四
十
九
巻

最
大
の
支
出
項
目
は
飲
食
費
で

あ
る
。
そ
し
て
、
犬
山
慢
に
於
い

て
、
所
得
が
小
さ
〈
左
る
に
従

っ
て
金
支
出
中
飲
食
費
の
占
め

る
州
刑
ん
い
が
品
川
口
大
す
る
と
一
戸
ふ
所

調
エ

ン
ヂ
ル
法
則
に
従
ふ
が
、

北
京
民
衆
の
大
部
分
を
構
成
す

る
小
額
所
得
階
級
に
於
い
て
、

飲
食
費
の
如
何
に
も
少
な
い
と

と
が
注
意
を
悲
く
。

白
川
戸
u
、
ノ
円
H

AH三一日
d
，E

く
小
師
刷
所
得
階
級
に
於
い
て
は

一
世
帯
首
り
人
数
の
少
い
と
と

を
考
慮
し
、
消
品
質
問
早
位
常
り
に

換
算
し
て
も
、

問
。
四
九
弗

階
級
の
七
・

O
一
弗
か
ら
念
激

=
一
八
九

ヨ王

多事

銃



北
京
民
衆
の
家
計

第
四
十
九
谷

一一一六

九
C 

第

披

に
最
低
の
二
・
三
一

O
弗
に
減
少
し
て
ゐ
る
c

か
〈
小
額
の
飲
食

穀
物
・
穀
粉

一
消
費
単
位
蛍
り
飲
食
交
の
内
諜
を

次
に
、

-
調
味
料
・
肉
如
、
・
野
菜
・
川
市
物
、
そ
の
他
の
七
項
目
に
分
つ

突
で
生
出
可
能
な
り
や
と
出
場
々
疑
は
れ
た
け
れ
ど
も
、
他
の
制

死
も
同
桜
の
数
航
を
示
し
て
府
り
、
+
ー
に
中
川
~
ぶ
る
食
物
の
脚
換

て
槻
察
す
る
。
穀
粉
川
去
の
蔚
包
・
鰻
関
等
は
穀
粉
中
に
、
正
副
円

が
飲
食
費
の
此
い
し
い
節
約
を
可
能
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
更

下
島
司
士
，
T
H
K
E

i
f
l旦
栄
け
に

伐
に
日
む
一
虫
類
・
牛
筑
・
卵
等
は
肉
州
中
に
、

五
l
九
弗
階
級
に
於
け
る
飲
突
出
引
の
比
率
が

一O
l
一
包
入
門
せ
し
め
、
清
涼
飲
料
水
、
飲
食
杭
に
於
け
る
食
事
に
封
す

J

私
的
放
が
呉
る

五
曲
川
階
級
の
そ
れ
上
り

4
却
っ
て
低
い
の
は
、

る
え
川
を
そ
の
仙
の
頃

H
に
恥
げ
た
。

川
吋
河
川
“
)
下
k
v州
L

ム

日
ド
H
A
K
U
山
ド
一

y
f
l
J

t
ご
、

一一‘，、
J

，，

Livelihood in Peking， I92S 

飲
食
官
、
を
陥

1
即、仏、

T
J
K
L
い

E
〉

小

人

向

l
i
h
-
-
主
主

『
剥
ー
ノ

j
pい
町
付
ι

f白

d
ι
F
j」
U
，勾

一
手
午
の
数
伽
を
抗
川
し
た
、

〉
、
h
f
偽

i
h
h
り

L
Y

H
J
b
r
r
'
 

月
平
均
に
よ
ら
十

そ
の
結
烈

貨
の
支
山
川
を
必
裂
と
す
る
か
ら
で
あ
ら
勺

C

は
次
の
如
く
で
あ
る
。
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仙

一

計

t
f
一
ご
今
月
但
」

上
司
一-

一
一
ニ
ニ
一
丸

一
・
一
一
一
一
一
三
品

五
エ
一
一
一
一
了
孟

五
・
回
-
=
了
六
十

三
・
四
一
四
・
穴
一

六・一一一一五・ニ三一一

回
る
一
千
一
一
員

八
主
一
七
・
口
三

五
・
主
唱
・
五
十
一
一

千
六
一
六
・
回
九

月

次表参照。
例へば、 Ta(l， 1，一 K

2) 



七
口
!
七
九
一
一
回
・
5

一

ん口
1

入品一回・九八

九口

i
九
九
一
宇
九
四

一口
D
l
一一一旦吾
7

三七

三
一
五
ー
ー
一
塁
一
千
三

一
王
ア
一
宣
言
ム
一
一

一七五
i
l
一
室
一
九
・
宅

一一
8
1ユ
九
九
三
0
・
七
八

三口
?
l

一
三

-
Z

一回・口一三三・

一七・三二八・

一八・旦一二了

一九・生一一一回・

一穴・
2

豆四・

ζ
7
2

一ユ一一・

一六・旦一一コ了

一千九一一一千

二己主一
2
5
・

王
子
主
一
一
一
・
圭
一
一
一
一
三
一
下
回
七

三
口
・
ム
二
・
口
豆
一
二
・
旦
一
九
二
=
一

一
完
・
三
一
五
・
一
一
，
三
了
圭
一
三
・
さ
一

=一了圭一-一・
2
z

一z
・呈ニエ・九七

一
言
・
豆
一
五
・
口
一
三
=
了
五
一
一
六
・
四
六

三
己
主
コ
了
五
六
一
一
2
7
5

ニ?八四

一一均・三三・八一一一↑二・豆一室・七九

一一四・豆一同・一一一一三三一・立ニニ・七六

一人・
2

一
宅
・
一
口
一
一
四
・
一
四
回
・
主

の
製
品
に
射
す
る
文
山
刊
は
.

右
表
に
認
め
ら
れ
る
顕
著
な
傾
向
を
拾
ふ
と
、
穀
粉
及
び
そ

初
ー
し
、

政
一
初
間
四
げ
の
府
大
B
F
)

却
に
念
K
伸
明

所
得
間

C
弗
奈
の
階
級
で
約
三

O
仰
に
建
し
て
後
は
、

殆
ん
ど
礎
動
せ
や
、
徐
剃
は
他
日
慌
の
食
物
に
充
賞
さ
れ
る
と
と

と
れ
に
針

を
一
不
し
、
野
菜
に
針
す
る
支
出
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

し
、
豆
類
・
肉
類
・
穀
類
・
来
賓
の
消
費
は
、
所
得
額
の
増
大
に
連

れ
て
念
放
に
榊
加
し
、
高
級
食
料
た
る
と
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

小
街
所
得
階
級
陀
於
い
て
山
市
賓
・
肉
料
州
の
消
費
は
極
め
て
少
い

詐
り
で
な
〈
、
祭
日
・
執
川
正
予
に
集
中
し
て
ゐ
る
。
縫
っ
て
、
各

積
食
料
品
の
飲
食
安
全
開
中
に
占
め
る
割
合
を
視
察
す
れ
ば
、

各
階
級
を
通
じ
て
も
さ
う
で
あ
る
が
、
小
額
所
得
階
級
に
於
い

北
京
民
衆
の
家
計

一七・三・二三・ニロ・二三・一九・二八・
-百。

七・七五一
七・一六

九・回旦

λ

・一一八一
人・一
l

A

・巴九一
千九口一

七・ロ一一
一一・四旦

、七
・
『
八

八・口九・ロセ・五七・一一七・六回・八六・六

一一7
E
D

Z

・豆一一一
五・一一三

五・人一一
六・六
A

回・一九
六・
4
ハ四

七・三一
九・口一足

Eτ=一一一・一六

2

・A
一回・八一一

回・七一一・
0
司

王・一一一?六団

五・
4

一一了一九

回・
2
2
7
2ぺ

王
・
主
人
・
玉
三

七
・
一
六
会
一

九・
5

一一口・均一三

一一五一五・回一・八一
一一了国一子一一一一-

t
七・四

六

-
z

」
ぺ
咽
五

人・=一一一一
七
・
園
(
)

入・六一五
九・三{]

九・一一一回

六・回一

三三メ、. cコノ、
-・E当-c， -ーノ"
4 一一七
}ー

て
は
、
特
に
、
穀
粉
・
認
知
等
合
水
災
長
を
ト
江
成
分
と
す
る
食

川
口
聞
が
一
中
一
安
た
地
枕
に
あ
り

H
r
u
j
t
f
同
川
引
時
1
コ一
f
J民

J
l
こ
内
司
、
f

一

ψ

ホ
r
J
I
府ソ

i
i
h
u
f
f
p
J
-
川
ト
ド
十
汀

1
V
F

肉
類
ふ
岬
卵
・
酪
農
製
品
が
飲
食
物
時
一
の
乍
相
以
上
に
上
り
、
殺

4
 

州
問
が
二
割
に
達
し
友
い
の
と
、
品
し
い
針
附
…
を
一
不
す
。

更
に
、
各
種
穀
矧
・
穀
粉
の
地
伎
を
筒
取
に
一
件
す
れ
ば
、

最
低
並
に
二

O
O弗
以
上
の
三
階
級
を
除
き
、
委
粉
の
消
費
が

最
も
多
〈
、
弁
働
階
級
の
主
食
物
た
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
米

の
消
費
は
所
得
額
の
増
大
と
共
に
増
加
し
て
、

二
O
O弗
以
上

の
階
級
に
至
れ
ば
亥
粉
を
凌
駕
す
る
に
反
し
、
粟
・
高
梁
・
王
窃

黍
の
粉
は
、
最
低
階
級
の
み
の
主
食
物
た
り
、
そ
の
消
費
は
所

得
の
増
加
左
共
に
念
激
に
減
少
す
る
ザ

第
四
十
九
巻

ブL

第

競

七

Chapin， R. C.: The standard of living among wηrkingmen'::; familie!i in 
New York Citv， 1909 
之に針し、北支農村に於ける主食物のJ明fすは小妻、菜、 75梁、
CiI宙繊捌査月報、 1-九審"量題、北長民衆食料の初歩的肝究。)
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北
京
民
衆
の
家
計

四

そ
の
他
支
出

全
世
帯
の
被
服
費
支
出
の
総
計
は
一
六
二
三
三
一
一
・
八
五
弗
、

平
均
一
世
帯
首
り
五
七
・
七
五
弗
、

一
人
営
り
一
二
・
四
五
弗
、

月
牧
四
O
弗
以
下
の
階
級
で
は
線
ぺ
て
世
帯
常
り
三
O
弗
以
内

℃
あ
り
、

一
年
聞
に
被
服
費
一
内
以
下
と
巾
医
し
た
間
帯
が
八

側
あ
る
c

弊
働
者
階
級
の
駅
裂
が
組
め
て
単
純
で
-b
る
に
し
て

も
、
徐
り
に
小
額
に
止
へ
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
年
々
新
調
す

る
識
で
・
な
い
た
め
に
、
年
に
よ
る
偏
侍
が
あ
る
外
、
所
得
が
少

必
要
欠
く
ぺ
か
ら
ざ
る
飲
食
物
費
・
燃
料
費
を
撚
出

け
れ
ば
、

す
る
た
め
、
被
服
費
を
極
度
ま
で
節
約
す
る
の
で
あ
る
。

住
居
費
郎
ち
家
賃
並
に
見
積
家
賃
の
線
額
は
二
二
二
九
五

三
O
弗
で
、

一
世
帯
蛍
り
年
七
八
・
八
五
弗
J

月
六
・
五
五
弗
と

在
る
。

と
の
項
目
亦
所
得
階
級
に
よ
る
姥
動
著
し
く
、
月
一
弗

以
下
が
二
二
世
帯
あ
り
、
月
収
二
五
弗
以
下
の
階
級
は
総
て
家

賃
月
一
一
弗
以
下
の
家
に
住
む
。

そ
し
て
、
月
牧
三
五
弗
以
下
の

階
級
は
支
出
の
平
均
八
・
五
1

一
O
%
を
家
賃
に
充
賞
す
る
に

針
し
、
三
五
弗
以
上
の
階
級
が
大
槌
一

o
l
一
三
%
、

一O
弗

s 
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以
下
の
階
級
が
一
二
・
四
%
と
高
率
注
の
は
、

一
は
飲
食
物
費
・

燃
料
費
の
占
め
る
比
率
の
減
少
に
よ
り
、
他
は
家
賃
が
最
低
限

に
達
し
、
最
早
節
約
の
徐
地
が
た
い
翁
で
あ
ら
う
。

光
熱
費
と
水
の
調
達
に
要
す
る
経
費
と
を
合
算
し
た
額
は
、

純
計
一
四
.
四
四
二
・
問
O
弗
で
、
内
、
燃
料
費
が
七
一
夕
、
燈

火
費
が
一
一
O
%
、
飲
附
水
費
が
九
%
を
占
め
る
。
所
得
憎
級
別

に
見
る
と
、

A
L
L
ち
コ
性
向
日
台
土
、

3

4
ノ斗

o
u
t
;
'
r
・
1
争

と
の
経
費
は
年
同
制
僅
A

二
ハ
・
三
五
弗
に
過
ぎ
十
、
水
に
八
O
仙
、

石
油
に
二
・
O
五
弗
、

燃
料
石
炭
・
煤
球
・
木
炭
・
薪
に
二
千
五
O
弗
が
支
出
さ
れ

る
の
み
で
あ
る
が
、

金
支
問
中
に
占
め
る
割
合
は
二
ハ
・
一
%

に
上
る
。
所
得
が
増
加
す
る
に
従
っ
て
、
絶
齢
制
制
は
時
加
し
、

比
率
で
は
僅
な
が
ら
寧
ろ
減
少
す
る
。

乙
の
絞
費
と
被
服
費
と

が
、
所
得
の
礎
化
に
件
た
っ
て
、
反
針
の
方
向
に
略
々
同
科
皮

に
竣
勤
し
、
雨
者
合
計
の
金
支
出
中
に
占
め
る
比
率
が
一
二
・

五
%
と
一
九
・
入
%
と
極
限
と
し
、

金
所
得
階
級
の
三
分
の
ニ

ま
で
が
一
五
・
三
%
乃
至
一
七
・
四
%
の
聞
に
あ
る
こ
と
は
、
保

湿
の
手
段
と
し
て
被
服
燃
料
問
に
代
替
闘
係
の
存
在
す
る
と
と

を
推
測
せ
し
め
る
。



教
育
、
交
通
、
保
健
、
家
具
、
僕
牌
、
十
次
・
糞
尿
の
運
搬

夜
番
在
ど
の
役
務
、

晴
好
・
娯
拍
車
、
交
際
、
親
族
知
人
へ
の
送

金
駒
山
今
、

こ
れ
ら
に
必
要
な
「
そ
の
他
一
支
出
は
、

エ
ン
ヂ
ル
の

一
般
法
則
に
従
っ
て
、
所
得
が
増
す
に
連
れ
、
結
針
的
に
も
相

針
的
に
も
増
加
す
る
。
思
十
校
・
書
籍
・
新
聞
・
文
房
具
等
の
た
め

の
支
出
た
る
教
育
費
の
全
然
見
台
ら
左
い
家
計
が
、
月
牧
四

O

弟
以
下
の
階
級
で
は
四
五
U
J

に
遣
す
る
に
封
し
、
以
上
の
階
級

で
は
一
千
五
%
に
過
ぎ
た
い
と

2
、
月
牧
九

O
弗
以
下
の
階
級

で
は
紙
め
て
碕
で
あ
る
が
、

以
上
の
階
級
は
六

O
W
Aま
寸
僕
縛

殊
れ
下
州
貯
を
川
市
内
は
合
h
u

こ
LP
一、

f
口
凶
に
際
し
て
の
一
知
佐
川
が

後
に
述
べ
る
や
う
に
相
首
の
金
額
に
達
す
る
乙
と
、
新
年
に
購

博
の
換
土
へ
の
申
合
さ
れ
て
ゐ
る
と
と
等
は
、
そ
れ
ん
¥
・
支
那
枇

合
相
の
る
る
断
聞
を
窺
知
せ
し
め
る
。

観
察
さ
れ
た
肘
帯
の
大
部
分
が
臨
め
で
小
額
の
所
得
し
か
有

し
左
い
に
拘
ら
ナ
、
全
線
の
七
一
%
に
速
す
る
二

O
O世
帯
が

利
徐
を
残
L
て
ゐ
る
。
即
ち
、
所
得
階
級
別
に
見
る
と
、
五
J

九
弗
憎
級
の
平
均
年
牧
之
刑
判
徐
六
・
四

O
弗
か
ら
コ
一

O
O弗
以

上
の
階
級
の
つ
一
三
五
弗
に
及
び
、
=
一

O
弗
以
上
の
階
級
は

北
京
民
衆
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計

線
ぺ
て
年
五

O
弗
以
上
を
、
六

O
靖
以
上
の
一
階
放
は
鴻
ぺ
て

0
0弗
以
上
た
貯
蓄
す
る
。
殆
ん
ど
棉
べ
て
の
階
級
に
多
少
の

収
入
不
足
世
帯
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

一
般
世
帯
の
貯
蓄
は

右
の
数
字
よ
り
も
更
に
a
同
率
友
均
一
一
時
で
あ
る
。

五

婚
雄
・
葬
儀
の
費
用

婚
刑
制
・
葬
式
が
生
前
水
準
に
比
し
て
極
め
て
犬
規
模
で
あ
り

家
計
に
重
犬
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
展
K

一
般
的
に
論
ぜ

ら
れ
て
ゐ
る
が
、

こ
の
洲
俺
巾
に
婿
仙
聞
が

J

。
件
、
葬
式
が
一

九
件
目
出
台
さ
れ
て
ゐ
る
た
め
に
、
之
に
泌
す
る
経
質
が
何
川
内
戸
い
』

あ
り
、
所
得
油
開
級
に
よ
っ
て
加
何
K
具
る
か
佐
川
性
め
得
る
。

川
相
耐
刷
費
の
最
小
は
月
牧

一
七
・
七
五
弗
の
人
力
車
夫
が
娘

最
大
は
月
牧
約
二

を
嫁
せ
し
め
る
に
費
し
た
六
了
一

O
弗、

五

O
弗
の
家
庭
で
迎
婦
に
要
し
た
八
五
三
・
七
瓦
弗
で
、
普
通

月
牧
の
四
ー
四
・
五
併
に
上
る
。
そ
の
費
目
の
内
設
も
多
額
な

の
は
、
被
服
費
と
宴
合
費
で
、
前
者
は
二
了
三
五

l
四
一
四

弗
、
後
者
は
コ
一
了
二
五
!
一
二
二
四
・
六

O
弗
、
そ
の
内
豚
肉
を

主
と
す
る
食
料
品
の
購
入
額
が
一
九
・
一
九

l
二
六

O
弗
で
あ

る。
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葬
儀
費
は
幼
児
の
場
合
に
は
誌
だ
小
刻
で
、
月
収
一
問
弗
の

家
陸
で
僅
か
了
八
二
弗
し
か
貸
し
て
ゐ
友
い
例
が
あ
旬
、
成

年
の
死
者
に
就
い
て
は
一
八
・
一

o
l
二
七
九
弗
、
即
ち
月
収

の
了
五
五
・
五
似
に
山
一
品
り
、
例
外
と
し
て
七
四
四

p

八
五
弗

が
一
件
あ
る
。
主
友
出
火
刊
を
兄
る
に
、
村
榔
伎
は
了
一

-
O
!

一
(
い
)
五
弗
、
飲
食
刊
は
、
例
外
と
し
て
二
ヒ
力
副
作
が
凶
件
あ
る

の
み
で
他
は
全
部
一

O
O拘
以
下
、
全
経
費
の
=
一

O
%前
後
に

山口同る。眠
町
時
・
葬
儀
に
月
収
の
数
ヶ
月
に
建
す
る
支
出
の
必
要
左
と

と
は
、
家
計
の
大
き
な
負
携
で
あ
る
。
そ
れ
で
負
携
を
地
位
分
か

分
散
し
、
終
和
す
る
た
め
に
、
親
山
崎
知
人
は
何
れ
も
肱
八
刀
の
血
(

内
金
を
麟
出
し
、
多
少
の
物
口
聞
を
附
る
。
収
入
の
金
制
は
、
婚

慨
に
就
い
て
は
一
一
七
六

O
O妹
、
葬
儀
に
は
一
二
・
四
五
1

三

0
0昂
で
、
時
に
は
全
経
殺
を
賄
っ
て
徐
刺
さ
へ
生
ぜ
し
め
る

が
、
普
通
は
病
問
費
の
四
分
の
一
乃
至
心
十
獄
、
葬
儀
費
の
五
分

の
一
乃
豆
半
額
で
あ
る
。

ー晶.
J、

結

-
Sユ

要
す
る
に
、
徐
H
多
数
と
は
云
へ
十
、
収
支
各
項
目
の
概
念

的
な
規
定
に
も
吋
成
り
ど
ろ
か
と
川
山
は
れ
る
本
刊
州
市
官
↑
の
結
果
で

は
、
牧
入
の
線
制
開
放
に
そ
の
構
成
、
或
は
牧
支
閥
係
貯
蓄
等
に

九
持

第
四
十
九
巻
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三
九
四

就
い
て
は
、
明
確
な
傾
向
を
指
示
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

之
に
反
し
、
支
山
内
村
に
各
費
目
が
牧
入
に
連
れ
て
、
絶
叫
制
的
・

相
創
的
に
、
如
何
に
時
現
勤
す
る
か
、
か
な
り
明
瞭
に
看
取
さ
れ

る
。
印
ち
、
守
一
ン
ヂ
ル
の
法
川
に
従
っ
て
、
所
得
制
の
小
な
る

階
級
に
於
い
て
は
、
入
土
之
出
巾
飲
食
物
資
の
占
め
る
割
合
が
著

し
ぐ
大
な
る
こ
1
f
一
、
し
か
も
そ
の
絶
叫
相
は
如
何
に
も
僅
少
た

る
が
た
い
む
、
ホ
者
粉
或
は
雑
殺
を
主
食
物
と
し
て
生
存
し
て
ゐ
る

こ
と
、
同
じ
く
小
柄
所
得
階
級
に
於
い
て
は
、
家
賃
負
捨
を
一

定
金
制
以
下
に
切
読
め
る
の
が
殆
ん
戸
」
不
可
能
な
こ
と
、
保
温

は
主
と
し
て
燃
料
に
よ
り
、
被
服
資
を
銚
度
に
節
約
す
る
こ
と
.

教
育
・
書
籍
・
新
聞
等
に
費
さ
れ
る
文
化
費
が
兆
一
だ
貧
弱
で
、
全

然
こ
の
費
目
を
欠
く
家
庭
の
少
か
ら
ざ
る
こ
と
等
が
、
と
れ
で

あ
る
。
か
L

る
特
徴
は
、
彼
等
の
家
計
が
如
何
に
生
存
第
一
主

義
に
支
配
さ
れ
ざ
る
を
得
十
、
ま
た
事
賓
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
か

を
示
し
、
従
来
か
ら
存
在
す
る
大
慌
の
批
測
を
立
詮
し
、
今
後

の
制
民
家
政
策
宇
一
検
討
す
る
た
め
に
、
一
資
料
た
り
得
る
で
る

《り

λ
ノ
。

勿
論
、
反
安
絞
法
寸
る
や
う
に
、
単
に
未
開
拓
の
分
野
の
一

鍬
に
も
似
た
制
賓
で
あ
る
か
ら
、
飴
り
一
両
〈
評
仮
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
、
邦
人
に
よ
る
一
唐
大
規
松
友
、
か
つ
信
頼
し
得
る

業
給
の
出
現
を
希
監
せ
ざ
る
を
得
な
い
c




